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第２節 地域経済産業グループ 

 

１．産業クラスター計画 

(1) 経緯 

経済産業省の地域経済産業政策では、1990 年代前半ま

で、大都市部の工場等を地方部に再配置し、そこに産業の

集積を作ることによって地域の発展を図ることに主眼が

置かれていた。しかし、1990 年代後半になると、円高の

進展や中国・アセアン諸国の台頭に伴い、工場が地方を飛

び越えて海外へ流出し「地域産業の空洞化」に拍車がかか

ったため、かつてのように大都市部からの企業誘致に過度

の期待を寄せることは困難になった。 

一方、米国等においては、シリコンバレーに見られるよ

うに大学や研究施設の周辺から様々な新企業が誕生し、ハ

イテクベンチャーとして目覚ましい活躍をするようにな

った。イノベーションはこれまで大企業や巨大研究施設の

内部から生み出されるものだったが、現在では大学等の研

究機関や、中小企業・ベンチャー企業同士の自由な交流が、

新しい技術やサービスを生み出すイノベーションのもう

一つの源泉となっている。 

こうした動きを背景として、従来型の企業誘致に重点を

置いた地域経済振興が限界に達しつつある中で、新たに、

各地域における人的ネットワークの形成を核としてイノ

ベーションを創出する環境を整備することにより、国際競

争力の強化と内発型の地域経済活性化を実現しようとす

る「産業クラスター計画」を打ち出した。 

 

(2) 概要 

経済産業省は、2001 年４月から「産業クラスター計画」

を開始し、全国 19 の広域的地域・産業分野で、産業クラ

スター形成を目指すプロジェクトを推進してきた。 

計画の推進に当たっては、地域の経済産業局（担当職員

約 350 名）と民間の推進組織が一体となって、新事業に挑

戦する地域の中堅・中小企業約 9,800 社や、290 校を超え

る大学の研究者等と緊密な協力関係を構築し、地域におけ

る新事業展開を促進するため、地域の実情を踏まえて、産

学官連携の技術開発プロジェクト、中堅・中小企業の技術

開発支援、商社との連携による販路開拓等の支援策を総合

的、効果的に投入している(参照図：産業クラスター計画)。 

 

北海道経済産業局
◇北海道スーパー・クラスター振興戦略

（情報・バイオ分野）

近畿経済産業局
◇近畿バイオ関連産業プロジェクト （バイオ分野）

◇ものづくり元気企業支援プロジェクト
（モノ作り分野）

◇情報系クラスター振興プロジェクト （ＩＴ分野）

◇近畿エネルギー・環境高度化推進プロジェクト
（エネルギー・環境分野）

九州経済産業局
◇九州地域環境・リサイクル産業

交流プラザ（K-RIP） （環境分野）

◇九州シリコン・クラスター計画
（半導体分野）

沖縄総合事務局経済産業部
◇OKINAWA型産業振興プロジェクト

（情報・健康・環境・加工交易分野）

東北経済産業局
◇情報・生命・未来型ものづくり産業プロジェクト

（情報・健康・モノ作り分野）

◇循環型社会対応産業振興プロジェクト
（環境・エネルギー分野）

関東経済産業局
◇地域産業活性化プロジェクト （モノ作り分野）

・首都圏西部地域（ＴＡＭＡ）
・中央自動車道沿線地域
・東葛・川口地域
・三遠南信地域
・首都圏北部地域

◇バイオベンチャーの育成 （バイオ分野）

◇情報ベンチャーの育成 （ＩＴ分野）

四国経済産業局
◇四国テクノブリッジ計画

（健康・環境分野）

中国経済産業局
◇次世代中核産業クラスター

（モノ作り分野）

◇循環・環境クラスター
（環境分野）

全国で世界市場を目指す中堅・中小企業約9,800社、
連携する大学等約290校が、広域的な人的ネット
ワークを形成（平成17年12月現在）

中部経済産業局
◇東海ものづくり創生プロジェクト

（モノ作り分野）

◇東海バイオものづくり創生プロジェクト
（バイオ分野）

◇北陸ものづくり創生プロジェクト
（モノ作り分野）

産業クラスター計画 １９プロジェクト

北海道経済産業局
◇北海道スーパー・クラスター振興戦略

（情報・バイオ分野）

近畿経済産業局
◇近畿バイオ関連産業プロジェクト （バイオ分野）

◇ものづくり元気企業支援プロジェクト
（モノ作り分野）

◇情報系クラスター振興プロジェクト （ＩＴ分野）

◇近畿エネルギー・環境高度化推進プロジェクト
（エネルギー・環境分野）

九州経済産業局
◇九州地域環境・リサイクル産業

交流プラザ（K-RIP） （環境分野）

◇九州シリコン・クラスター計画
（半導体分野）

沖縄総合事務局経済産業部
◇OKINAWA型産業振興プロジェクト

（情報・健康・環境・加工交易分野）

東北経済産業局
◇情報・生命・未来型ものづくり産業プロジェクト

（情報・健康・モノ作り分野）

◇循環型社会対応産業振興プロジェクト
（環境・エネルギー分野）

関東経済産業局
◇地域産業活性化プロジェクト （モノ作り分野）

・首都圏西部地域（ＴＡＭＡ）
・中央自動車道沿線地域
・東葛・川口地域
・三遠南信地域
・首都圏北部地域

◇バイオベンチャーの育成 （バイオ分野）

◇情報ベンチャーの育成 （ＩＴ分野）

四国経済産業局
◇四国テクノブリッジ計画

（健康・環境分野）

中国経済産業局
◇次世代中核産業クラスター

（モノ作り分野）

◇循環・環境クラスター
（環境分野）

全国で世界市場を目指す中堅・中小企業約9,800社、
連携する大学等約290校が、広域的な人的ネット
ワークを形成（平成17年12月現在）

中部経済産業局
◇東海ものづくり創生プロジェクト

（モノ作り分野）

◇東海バイオものづくり創生プロジェクト
（バイオ分野）

◇北陸ものづくり創生プロジェクト
（モノ作り分野）

産業クラスター計画 １９プロジェクト
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(3) 具体的施策と活動状況 

(ア) 具体的施策 

具体的には、次の施策により新事業展開を総合的に支援

し、産業クラスターの形成を推進している。 

 (A) 産学官の広域的人的ネットワークの形成 

・企業訪問、研究会・交流会・セミナー等の開催、コ

ーディネーターによる産学間・企業間の交流連携促

進等により、企業、大学、研究機関、自治体、商社

等の広域的な人的ネットワークの形成を促進してい

る。 

・商社等とのネットワークを活用して、「産業クラスタ

ー計画」から生み出された製品の販路開拓を支援し

ている。 

・産業クラスターサポート金融会議との連携により、

技術開発補助金等に対するつなぎ融資制度の創設、

ベンチャーキャピタルによるファンド創設などによ

る支援を促進している。 

 (B) 地域の特性を活かした技術開発の推進 

・地域における産学官共同による研究開発や、中堅・

中小企業によるリスクの高い実用化技術開発を積極

的に支援している。 

 (C) 新事業支援施設の整備等インキュベーション機能

の強化 

・大学発ベンチャーの起業や中小企業の新事業展開を

促進するに当たって重要な大学連携型インキュベー

タ施設等、起業家育成施設（インキュベータ施設）

の整備を実施・支援している。 

・新事業支援施設の入居者に対して、起業ノウハウの

提供等のソフト支援を行うインキュベーション・マ

ネジャーを養成している。 

(イ) 活動状況 

 (A) ネットワークの形成・拡充 

2002 年度までに産業クラスター計画のすべてのプロ

ジェクトにおいて、ネットワーク形成を促進する推進

組織が設立され、各地で新技術・新事業展開に取り組

む地域の研究開発型企業と、大学研究者等との人的ネ

ットワークの形成が促進された。また、2005 年度には、

推進組織と連携し、ネットワークの強化・拡充を図る

支援機関（拠点組織）を選定した。 

このように、計画開始当初からネットワークに参加

する企業・大学等の発掘と拡充に努め、参加企業では

2001 年度当初の約 3,400 社から 2005 年 12 月時点で

9,800 社に、参加大学では 2001 年度当初の約 150 大学

から 2005 年 12 月時点で 290 大学へ増加した。 

 (B) 地域における実用化技術開発支援施策の拡充 

地域において事業化を念頭においた実用化技術開発

を促進するため、2002 年以降、地域における実用化技

術開発支援施策を拡充し、新事業・新産業の創出を促

進している。 

 (C) 文部科学省等との連携 

地域ごとに経済産業省、文部科学省、地方自治体そ

の他関係機関による「地域クラスター推進協議会」を

設置し、同協議会において、両省及び各機関の事業の

密接な連携と調整を図っている（協議会数 13 か所）。

また、地域の技術開発等の成果について文部科学省（知

的クラスター創成事業）と合同成果発表会を各地で開

催している（2005 年度は 13 回開催）。 

 (D) 地域金融機関との連携強化 

2003 年３月 28 日に金融庁から発表された「リレーシ

ョンシップバンキングの機能強化に関するアクション

プログラム」において、「産業クラスター計画」を支援

するため、「産業クラスターサポート金融会議」の設置

が地域金融機関に要請され、2003 年６月までに全国 11

ブロックで設置された。また、2005 年３月に金融庁が

発表した新しいアクションプログラム「地域密着型金

融の機能強化に関するアクションプログラム」におい

ても、同会議の効果的な活用が掲げられており、引き

続き金融庁等との連携を進めていく。 

(ウ) 地方経済産業局による企業・研究者等訪問活動 

地方経済産業局職員等が、企業経営者、大学教授等と緊

密に意見交換を行い、技術開発ニーズの把握、産学共同の

技術開発の働きかけ、企業の課題に対応した支援策の活用

支援、専門家の紹介等を実施している。 

 (A) 企業訪問 

・2001 年度 延べ約 4,200 社 

・2002 年度 延べ約 4,500 社 

・2003 年度 延べ約 4,800 社 

・2004 年度 延べ約 4,400 社 

・2005 年度 延べ約 14,300 社 

 計約 32,200 社 
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 (B) 研究者等訪問 

・2001 年度 延べ約 1,600 か所 

・2002 年度 延べ約 2,000 か所 

・2003 年度 延べ約 1,800 か所 

・2004 年度 延べ約 1,600 か所 

・2005 年度 延べ約 2,900 か所 

 計約 9,900 か所 

(エ) 交流会、情報提供、連携促進事業 

産業クラスター計画の推進組織、拠点組織により、各種

セミナー、交流会等のイベントの開催、メールマガジン、

ウェブページ等の活用による情報提供事業、コーディネー

ター等による連携促進等を実施している。 

 (A) セミナー等開催 

・2002 年度 273 回開催 

延べ参加人数 約 69,000 人 

・2003 年度 311 回開催 

延べ参加人数 約 55,000 人 

・2004 年度 367 回開催 

延べ参加人数 約 52,000 人 

・2005 年度 1,042 回開催 

延べ参加人数 約 55,000 人 

 計約 235,000 人 

 (B) 交流会等開催 

・2002 年度 395 回開催 

延べ参加人数 約 37,000 人 

・2003 年度 512 回開催 

延べ参加人数 約 40,000 人 

・2004 年度 358 回開催 

延べ参加人数 約 20,000 人 

・2005 年度 765 回開催 

延べ参加人数 約 70,000 人 

 計約 167,000 人 

 (C) マッチングセッション 

・2002 年度 114 回開催 

延べ参加人数 約 26,000 人 

・2003 年度 112 回開催 

延べ参加人数 約 45,000 人 

・2004 年度 123 回開催 

延べ参加人数 約 25,000 人 

・2005 年度 342 回開催 

延べ参加人数 約 131,000 人 

 計約 227,000 人 

 (D) ホームページアクセス件数 

・2002 年度 約 1,650,000 件以上 

・2003 年度 約 1,760,000 件以上 

・2004 年度 約 2,100,000 件以上 

・2005 年度 約 2,650,000 件以上 

計約 8,160,000 件以上 

 (E) 企業、研究者等訪問（コーディネータによるもの） 

・2002 年度 延べ 2,500 件 

・2003 年度 延べ 2,800 件 

・2004 年度 延べ 2,500 件 

・2005 年度 延べ 6,500 件 

計約 14,300 件 

 

２．地域プラットフォームの整備 

(1) 経緯 

本事業の最初の根拠法「新事業創出促進法」が施行され

た 1999 年当時、我が国は戦後最大といわれる不況の中に

あった。日本経済の活力を取り戻すためには、新たな事業

を開始しようとするベンチャー企業や中小企業等を積極

的に支援することにより、地域経済の自立的発展を目指す

ことが急務となっており、そのためには新事業創出のため

の事業環境（苗床）を整備する必要があった。こうして整

備された新事業創出支援体制が地域プラットフォームで

ある。 

なお、2005 年４月には、「新事業創出促進法」が廃止さ

れ、「中小企業の新たな事業活動の促進に関する法律」に

統合された。 

 

(2) 概要 

地域における新事業創出を加速させるためには、地域に

存在する各種の産業支援機関（新事業支援機関）を、中核

的支援機関を中心にネットワーク化し、研究開発から事業

化までの各段階において必要とされる、技術情報、資金、

経営ノウハウなどのソフト面からの支援を総合的に提供

する体制（地域プラットフォーム）を整備することが必要

である。さらに、こうして形成された支援機関等のネット

ワークをベースに、今後は、大学・企業等の技術、人材、

資金、情報の発掘、交流、連携により、ネットワーク機能
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を高めていくことが重要である。また、より効率的・効果

的な支援のために、特定の産業分野、企業の成長段階等に

より支援対象を絞り込み、集中的に資源投入を行うことが

望まれる。 

本事業は、地域産業資源を活用した新事業創出を促進す

るため、旧「新事業創出促進法」及び現行の「中小企業新

事業活動促進法」に基づき、地域における新事業創出のた

めの総合的支援体制の整備を図り、地域の自立的発展を支

援してきたものである。 

2006 年３月現在、全国の都道府県・政令指定都市にお

いて、58 の中核的支援機関、1,200 の新事業支援機関が新

事業の創出を支援している。 

なお、三位一体の改革により、本事業に対する補助金は

2005 年度をもって廃止となった。 

 

(3) 補助対象事業 

次の事業において補助を行った。 

・新事業創出支援のための体制・ネットワークの強化  

・新事業支援機関の国際連携の構築  

・産業支援人材の発掘・活用  

・産業集積・技術シーズ等の発掘・活用  

・起業家の発掘・育成、地域資源の交流・連携  

・有望分野等における新事業創出を促進するための企画・

調査  

・ビジネス・インキュベータのソフト支援 

 

(4) 地域プラットフォーム活動事例  

(ア) 新事業創出支援のための体制・ネットワークの強化 

・岡山県：支援機関間の情報交換の場（創業者支援専門部

会開催） 

(イ) 起業家の発掘・育成、地域資源の交流・連携 

・仙台市：地域学術機関との産学マッチングの強力な推進

（地域連携フェロー制度） 

・福島県：東日本全域を対象とした展示会、ビジネスマッ

チング等（うつくしまベンチャーマーケット） 

・京都市：起業に必要な知識の習得とビジネスプランのブ

ラッシュアップ（京都起業家学校） 

・奈良県：創業実現へ向けたゼミや専門家による個別コン

サルティング（やまとベンチャー夢実現支援事業） 

・香川県：有望事業化案件の東京等都市圏でのマッチング

の積極的実施（地域産業販路開拓コーディネート事業） 

・山口県：起業を目指す女性を対象としたセミナー（やま

ぐち女性起業家スクール） 

・福岡県：ベンチャー企業等の資金調達や販路拡大等を目

的としたビジネスマッチング（フクオカベンチャーマー

ケット） 

(ウ) 有望分野等における新事業創出を促進するための企

画・調査 

・群馬県：大学等研究機関や企業において事業化されてい

ない研究成果の事業化実現可能性調査（商品化・事業化

可能性調査事業） 

・神奈川県：産学官が連携したコンソーシアムで開発され

た製品の事業化調査（新規成長産業事業化促進事業） 

・岐阜県：技術的に優れたビジネスプランを有する製品の

事業化可能性調査（ベンチャー企業事業可能性調査事

業） 

・長野県：中小企業からの公募による商品化・事業化テー

マの可能性評価（ベンチャー企業等商品化・事業化可能

性調査事業） 

(エ) ビジネス・インキュベータのソフト支援 

・千葉県：インキュベータ入居企業に対する産学連携によ

る共同研究の推進と新製品・新技術の開発による事業化

支援（東葛テクノプラザインキュベート事業） 

・大分県：情報分野のベンチャー企業に対する研究開発か

ら事業化に至るまでの一貫した総合的支援（大分県創業

支援施設ｉプラザインキュベート事業） 

 

３．新事業支援施設(ビジネス・インキュベータ)の整備 

(1) 経緯 

地域における内発的な経済発展を促進し、もって我が国

経済の活性化を実現するためには、既存技術の更なる高度

化を図るとともに、埋もれている技術シーズや新たな発想

による新規事業の創出を促進していくことが重要である。 

このため、新たな発想や技術シーズを活用した新事業の

創出から、事業運営の安定化までの一連の流れを包括的に

支援する機能を有した新事業支援施設（ビジネス・インキ

ュベータ）を整備していく必要がある。 
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(2) 概要 

新事業支援施設（ビジネス・インキュベータ）とは、創

業間もない企業等に対し、不足するリソース（低賃料スペ

ースやソフト支援サービス等）を提供し、その成長を促進

させることを目的とした施設であり、国、地方自治体、第

三セクター、商工会議所等の公的機関や民間企業等によっ

て整備・運営されている。また、ビジネス・インキュベー

タには、新事業育成専門家（インキュベーション・マネジ

ャー：以下、「ＩＭ」と略す。）が配置される。ＩＭは、事

業経験の乏しい新規事業者に対し、技術開発、経営、マー

ケティングその他の起業全般に係る諸問題に対し自ら対

応するとともに、外部の専門家等につなぐ窓口としても機

能し、また、そもそも何が問題か分からない新規事業者に

対し問題点を指摘し回答を与えるなど、起業に係るワンス

トップ的な働きを行っている。 

 

(3) 現状 

2006 年３月末現在、ビジネス・インキュベータは全国

で 420 施設※１が整備されている。 

一方、ソフト支援の面では約３割のインキュベータでＩ

Ｍが配置されていないなど、人的支援体制の面では十分な

状況にあるとは言えない。 

今後、新事業の創出を促進し、雇用の拡大を図るために

は、可及的速やかに、ハード、ソフト両面からの体制整備

を行うことが喫緊の課題となっている。 

インキュベーション事業は、低賃料の貸しオフィスや研

究室を提供するとともに、入居者に対する法務、財務、マ

ーケティング等の経営ノウハウ等を提供するもので、ハー

ドとソフトの両面からの支援が不可欠である。 

しかし、ハードとソフト両者の提供には相当の費用が掛

かるため、利益を上げることが難しく、概して採算にのり

にくいといわれており、公的支援を実施していくことが重

要である。 

※１：経済産業省調べ 

 

(4) 施策について 

1997 年以降、新たな事業の創出を促進するためにビジ

ネス・インキュベータ整備を推進している。整備事業には、

独立行政法人中小企業基盤整備機構による整備事業と地

方公共団体による整備事業がある。 

(ア) 独立行政法人中小企業基盤整備機構によるビジネ

ス・インキュベータの整備状況 

独立行政法人中小企業基盤整備機構は、大学の知的資源

を活用して新事業展開を行う者に対する支援施設の整備

や、地域の産業資源を活用した新事業創出を支援する施設

の整備を行うとともに、これらの施設において新事業展開

のための総合的なサポートを行うことにより、地域におけ

る新事業創出の促進を図っている（参照図：独立行政法人

中小企業基盤整備機構によるビジネス・インキュベータ等

整備状況）。 

＜2005 年度整備箇所＞ 

・石川４大学連携型ビジネス・インキュベータ 

・東京工業大学連携型ビジネス・インキュベータ 

・同志社大学連携型ビジネス・インキュベータ 

・浜松新事業創出型事業施設 

・京都桂新事業創出型事業施設 

・神戸新事業創出型事業施設 

(イ) 地方公共団体等による新事業支援施設の整備状況 

（参照図：新事業支援施設整備費補助金等によるビジネ

ス・インキュベータ等整備状況） 

(ウ) 新事業育成専門家養成等研修事業 

ビジネス・インキュベーション事業に対するソフト支援

として、新事業育成専門家養成等研修事業を実施している。 

我が国においては、ビジネス・インキュベータにおける

ＩＭが不足していることから、ＩＭの養成を効率的に実施

し、質の高いＩＭの増員・配置を図るべく、習熟段階別の

４種の研修等を体系的に実施している。 

 

４．地域の特性を活かした技術開発の推進 

(1) 経緯 

我が国経済が当面の不況から脱し、中長期的に発展して

いくためには、不良債権問題の処理に加えて、経済・産業

の活性化が不可欠であり、特に疲弊の激しい地域経済の再

生が喫緊の課題となっている。このため、地域の比較優位

性を活かし、地域を支え、世界に通用する新事業が次々と

展開されていくことが必要である。 

他方、今後の成長産業は、一般的に、斬新なアイディアに

基づく新商品、新サービス、新技術の開発が不可欠なハイ

リスク・ハイリターン分野であり、地域産業・企業が、一

者独力で必要な技術や人材・資金等を集め、事業展開して 
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クリエイション・コアかずさ
かずさバイオインキュベータ

(千葉県木更津市)

㈱さがみはら産業創造センター
（さがみはら産業創造センターSIC-1）
（さがみはら産業創造センターSIC-2）

(神奈川県相模原市)

三鷹産業プラザ(東京都三鷹市)中心市街地

新事業

新事業

集積

テクノフロンティア八戸(青森県八戸市) 集積

神戸都市振興サービス㈱
（先端医療センター）（細胞培養センター）
（神戸バイオメディカル創造センター）

くつのまちながた神戸㈱（シューズプラザ）(展示販売施設等）

洲本アルチザンスクエア（展示販売施設等）
(兵庫県洲本市)

テクノフロンティア浜松(静岡県浜松市)

テクノフロンティア四日市(三重県四日市市)

新事業

中心市街地

集積

集積

中心市街地

テクノフロンティア熊本(熊本県合志市)

㈱新産業支援テクノコア（ｱﾈｯｸｽ･ﾃｸﾉ２）
(岐阜県各務原市)

テクノフロンティア東広島
(広島県東広島市)

たじみ創造館（展示販売施設等）
(岐阜県多治見市)

ソリオ宝塚都市開発㈱（宝塚はな回廊）
（展示販売施設等）（兵庫県宝塚市)

テクノフロンテイア堺

テクノフロンティア岡山
(岡山県岡山市)

クリエイション・コア名古屋

㈱テクノインキュベーションセンター
（熊本新事業支援施設）

(熊本県益城町)

集積

新事業

新事業
クリエイション・コア福岡

(福岡県筑紫野市)

中心市街地

新事業

中心市街地

集積

集積

新事業

集積 テクノフロンティア伊丹（兵庫県伊丹市)

中心市街地 いちかわ情報プラザ（千葉県市川市)

中小企業基盤整備機構によるビジネス・インキュベータ等整備状況
平成１８年３月末現在 新事業創出促進法（ビジネス・インキュベータ） ２６施設 うち産投（９施設）

地域産業集積活性化法（賃貸工場（テクノフロンティア）） ８施設 うち産投（８施設）

中心市街地活性化法（都市型新事業支援施設） ７施設 うち産投（４施設）

計 ４１施設 うち産投（２１施設）

新事業 ㈱さかい新事業創造センター（堺新事業支援施設）(堺市)

中心市街地

北九州紫川開発㈱
（北九州エコライフプラザ）

(北九州市) 

新事業 ｲﾝｷｭﾍﾞｰｼｮﾝ･ｵﾝ･ｷｬﾝﾊﾟｽ本庄早稲田(埼玉県本庄市)

クリエイション・コア東大阪（北館）
クリエイション・コア東大阪（南館）(大阪府東大阪市)新事業

福岡システムＬＳＩ総合
開発センター(福岡市)新事業

新事業
立命館大学ＢＫＣインキュベータ

(滋賀県草津市)

新事業

新事業 東大柏ベンチャープラザ（千葉県柏市）

京大桂ベンチャープラザ
新事業

新事業 MINATOｲﾝｷｭﾍﾞｰｼｮﾝｾﾝﾀｰ(東京都港区)

新事業
慶應藤沢イノベーションビレッジ

（神奈川県藤沢市）

新事業 神戸医療機器開発センター （神戸市）

彩都バイオインキュベータ(大阪府茨木市）

新事業
くまもと大学連携インキュベータ

(熊本県熊本市)

クリエイション・コア京都御車（京都市）

名古屋医工連携インキュベータ（名古屋市）

 

図：独立行政法人中小企業基盤整備機構によるビジネス・インキュベータ等整備状況 

③愛知県名古屋市（なごやサイエンス・パーク研究支援施設）

新事業支援施設整備費補助金等によるビジネス・インキュベータ施設等整備状況新事業支援施設整備費補助金等によるビジネス・インキュベータ施設等整備状況
平成１８年３月現在平成１８年３月現在

⑨鹿児島県鹿児島市（ソフトプラザかごしま）

⑥広島県・呉市（呉市チャレンジコア施設）

⑥香川県・（株）香川産業頭脳化センター（ＩＴスクエア）（高松市）

⑥大分県（大分県Ｉプラザ）（大分市）
②大分県（テクノロジーインキュベート）（大分市）

⑩鹿児島県屋久町（エコタウンあわほ）

⑥岩手県盛岡市（盛岡市産業支援センター）

⑤福岡県飯塚市（e-ZUKA トライバレーセンター））

④山形県鶴岡市（鶴岡市起業家育成施設）

④鳥取県（鳥取県ものづくり創業支援センタービジネス・インキュベート施設）（米子市）

④北海道岩見沢市（岩見沢市新産業支援センター）

⑦静岡県清水市（清水市産業・情報プラザ）（現在・・静岡市）

⑤長野県（松本創業支援センター）（松本市）

⑥神奈川県川崎市（かわさき新産業創造センター）

⑧長野県上田市（アサマ・リサーチ・エクステンションセンター）

⑤埼玉県狭山市（さやまインキュベーションセンター２１）

④神奈川県（製品開発室）（神奈川県海老名市）
④神奈川県厚木市・㈱厚木テレコムパーク・・②（厚木アクストインキュベーションルーム）

⑤茨城県（つくば創業プラザ）（つくば市）

⑤兵庫県神戸市・（財）神戸市都市整備公社（神戸インキュベーションオフィス）

⑦和歌山県（スタートアップ・オフィス）（和歌山市）

④和歌山県・橋本市（橋本市ビジネスラボ）

④和歌山県・新宮市（新宮市SOHOセンター）

④滋賀県（滋賀県立草津SOHOビジネスオフィス）（草津市）

⑮滋賀県（滋賀県立大学地域産学連携センター）（彦根市）
⑭滋賀県（工業技術センター）（栗東市）
⑫滋賀県（テクノファクトリー賃貸工場）（草津市）

④大阪府大阪市（大阪市立大学インキュベータ）
④大阪府大阪市（大阪市立工業研究所総合支援ラボ）
②大阪府大阪市（大阪市立大学健康・予防医療ラボラトリー）
⑭大阪府東大阪市（東大阪市立産業技術支援センター）
⑭大阪府大阪市（大阪市立工業研究所）
⑮大阪府・（財）大阪市都市型産業振興センター（テクノシーズ泉尾）
⑫大阪府・（財）大阪府産業基盤整備協会（テクノステージ和泉）

⑦岐阜県・岐阜県住宅供給公社（ソフトピアジャパン・ワークショップ24）（大垣市）

④富山県城端町（城端町起業家支援センター）

凡例

特定中心市街地 ・・青
高度研究機能集積地区 ・・ピンク
高度技術産業集積地域 ・・赤
高度技術産学連携地域 ・・茶
基盤的技術産業集積活性化促進地域 ・・緑
地域指定無 ・・無

③（株）久留米リサ－チパ－ク（福岡バイオインキュベーション
センター）

③福岡県・北九州市（仮称）学術研究都市ビジネス・インキュベータ
⑭福岡県・（財）九州ﾋｭｰﾏﾝﾒﾃﾞｨｱ創造ｾﾝﾀｰ（九州ﾋｭｰﾏﾝﾒﾃﾞｨｱ創造ｾﾝﾀｰ）

福岡県・北九州市（北九州市学術研究都市）

⑬【産学連携施設】 ⑫【半導体研究センター】

③宮城県（（財）みやぎ産業振興機構）みやぎレンタルラボ（仙台市）③
②宮城県仙台市（（仮称）フィンランド健康福祉センター）

②福島県（福島駅東口インキュベータ）

①群馬県高崎市（（仮称）高崎ビジネス・インキュベーション）

２０施設１４年度〃④

⑩

⑨

⑧

⑦

⑥

⑤

③
②

①

１施設１０年度〃

１施設１１年度〃

１施設１２年度地域新規産業創出支援施設整備費補助金

１０施設１２年度補正〃

７施設１３年度地域新事業創出基盤施設整備費補助金

７施設１３年度補正地域新事業創出基盤施設整備資金貸付金

９施設１５年度〃
７施設１６年度〃

５施設１７年度新事業支援施設整備費補助金

施設数事業年度補助金名

⑦秋田県（創業支援室）（秋田市）
⑤秋田県秋田市（チャレンジオフィス秋田）

④山形県（超精密加工テクノロジーセンター）（山形市）

⑥富山県・㈱富山県総合情報センター（富山県ビジネスインキュベート施設）（富山市）

④長野県飯田市（飯田市環境技術開発センター）

⑦京都府・㈱けいはんな（けいはんなベンチャー・センター）（精華町）

④愛媛県（スタートアップ支援オフィス）（松山市）

④栃木県宇都宮市（宇都宮ベンチャーズ）

④茨城県日立市（マイクロクリエーションオフィス）

③埼玉県戸田市（戸田市起業家支援センター）

⑬⑭東京都（大田区）（工場アパート）※２ヵ年に分けて整備
③東京都（品川区）（品川ベンチャー創業支援センター）
③東京都（台東区）（（仮称）台東デザイナーズビレッジ）
③東京都（葛飾区）（（仮称）葛飾区創業支援施設）
④東京都（杉並区）（阿佐ヶ谷キック・オフ・オフィス）
⑧東京都（ベンチャー・HACHIOJI）（八王子市）
⑧東京都（ベンチャー・KANDA）（千代田区）

④東京都（大田区）（大田区創業支援施設）
④東京都（足立区）（足立区千住仲町創業支援館はばたき）
②東京都（北区）赤羽創業支援施設

⑥神奈川県・（財）神奈川中小企業センター（かながわ中小企業ｾﾝﾀｰｲﾝｷｭﾍﾞｰﾄﾙｰﾑ）（横浜市）
⑤神奈川県横浜市・（財）横浜産業振興公社（リーディングベンチャープラザ）
②神奈川県横浜市・（財）横浜産業振興公社（リーディングベンチャープラザ）２期
⑫神奈川県横浜市（横浜産学共同研究センター）

⑦愛知県豊田市（とよた新産業プラザ ｅ－オフィス）

④千葉県千葉市（富士見ビジネス・インキュベート施設）

①岐阜県（ものづくり支援センター）（各務原市）

①滋賀県長浜市（バイオインキュベーション施設）

③大阪府池田市（池田ピアまるセンター）
②大阪府豊中市（とよなかインキュベーションセンターＭＯＭＯ）

①奈良県（第二インキュベーション施設）【整備予定】

①東京都（インキュベート施設三鷹ネットワーク大学）（三鷹市）

⑦岩手県花巻市（花巻市ビジネス・インキュベータ）
岩手県花巻市（花巻起業家支援センター）
⑮【工場棟】 ⑭【研究開発棟・賃貸工場】 ⑪【賃貸工場】

８施設１０年度〃⑭

９２施設９２施設合計（整備予定を含む）合計（整備予定を含む）

⑮

⑬

⑫

⑪

６施設９年度〃

４施設１１年度〃

６施設１２年度〃

１施設１３年度地域産業集積活性化対策施設費補助金

施設数事業年度補助金名

⑦長野県坂城町（創業支援施設Ｂ・Ｉプラザさかき）

⑬長野県岡谷市（岡谷創業支援センター）

⑮石川県・（財）石川県産業創出機構（いしかわクリエイトラボ）

⑪岡山県（岡山リサーチパーク・インキュベーションセンタ－）

⑭徳島県（徳島県先端技術共同研究センター）（徳島市）

⑭高知県・高知工科大学（産学協同研究センター）（土佐山田町）

⑬⑭熊本県・（財）熊本ﾃｸﾉﾎﾟﾘｽ財団（熊本ﾃｸﾉﾎﾟﾘｽ財団共同研究棟

※大田区工場アパートは、⑬⑭の２ヵ年に分けて同一施設を整備している。

 

図：新事業支援施設整備費補助金等によるビジネス・インキュベータ等整備状況 
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いくことは、極めて困難な側面がある。 

したがって、地域の中堅・中小企業やベンチャー企業が、

必要な技術・人材・資金等の経営資源を円滑に集めること

ができるよう、産学官の人的ネットワークを形成しつつ、

特に成功の鍵となる実用化技術開発について、大学等の技

術シーズを活用した産学官研究共同体制（コンソーシア

ム）による研究開発、地域の特性を活かした産業の創出に

資する中堅・中小企業の実用化技術開発等の支援が必要で

ある。 

 

(2) 概要 

(ア) 地域新生コンソーシアム研究開発事業 

地域において、新産業・新事業を創出し、地域経済の活

性化を図るため、大学等の技術シーズや知見を活用した産

学官の強固な共同研究体制（地域新生コンソーシアム）の

下で、実用化に向けた高度な研究開発を実施する。 

 

図：地域新生コンソーシアム研究開発事業スキーム 

 

表：地域新生コンソーシアム研究開発事業関係予算 

 2004 年度 2005 年度

地域新生コンソーシアム研究

開発事業 
33.8 億円 60.6 億円

中小企業地域新生コンソーシ

アム研究開発事業 
19.0 億円 22.1 億円

地域新生コンソーシアムエネ

ルギー研究開発事業 
60.4 億円 53.1 億円

計 113.2 億円 135.9 億円

 

(イ) 地域新規産業創造技術開発費補助事業 

地域において、新産業・新事業を創出し、地域経済の活

性化を図るため、中堅中小企業による新分野進出やベンチ

ャー企業による新規創業のためのリスクの高い実用化技

術開発を支援する。 

 

 

図：地域新規産業創造技術開発費補助事業スキーム 

 

表：地域新規産業創造技術開発費補助事業関係予算 

 2004 年度 2005 年度 

地域新規産業創造技術開

発費補助金（一般会計） 

35.4 億円 38.1 億円 

新規産業創造技術開発費

補助金（特別会計） 

25.7 億円 25.7 億円 

計 61.0 億円 63.8 億円 

 

５．地域経済研究会 

(1) 概要 

日本における地域経済を取り巻く環境は、人口減少・少

子高齢化、国・地方の財政制約、経済のグローバル化の進

展などにより大きく変化しつつあり、地域経済の姿は、大

きく変化していくことが予想される。 

そこで、地域経済研究会（地域経済産業審議官の私的研

究会）において、人口減少・少子高齢化の進展により、中

長期的に日本における地域経済がどのように変わってい

くのかを一定の仮定の下に、数量的にシミュレーションし、

予想される環境変化を踏まえ、日本として目指すべき地域

経済の姿や、それを実現するための政策の方向性について、

議論・検討を行った。 

本研究会は、2004 年 12 月に、学識経験者・地方公共団

体の長などの有識者を委員として設立され、全７回の開催

の後、取りまとめ結果を 2005 年 12 月に公表した。 

 

(2) 地域経済の将来推計について 

地域経済をきめ細かく見ると、多くの場合複数の市町村

から構成される「経済社会圏」を単位に成立している。こ

の経済社会圏域を一つの概念として、「都市雇用圏」と呼

ばれる圏域を用いて推計を行った。 

都市雇用圏とは、人口集中地区に１万人以上の人口が集

中している市を中心市と捉え、その中心市へ就業者の

10％以上が通勤している周辺の市町村を中心市と同じ圏

域に含まれるものとして、経済社会圏域を設定したもので

ある。この定義に基づき、全国を圏域で分けると、全国に

は 269 の都市雇用圏が存在している。 
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＜周辺Ｄ市＞

＜中心市Ａ市＞

商業、サービス業
通勤

買い物

＜周辺Ｂ町＞

製造業

住民

農業

住民

＜周辺Ｃ市＞

製造業

大学等

＜周辺Ｅ村＞

工業団地

＜周辺Ｄ市＞

産業振興支援
＜周辺Ｄ市＞

＜中心市Ａ市＞

商業、サービス業
通勤

買い物

＜周辺Ｂ町＞

製造業

住民

農業

住民

＜周辺Ｃ市＞

製造業

大学等

＜周辺Ｅ村＞

工業団地

＜周辺Ｄ市＞

産業振興支援

 

図：経済社会圏 

 

本研究会では、これらの都市雇用圏ごとに、〔1〕技術進

歩などの生産性の向上が 1990 年代平均と同じ低い値で推

移していくこと、〔2〕将来人口が低位で推移すること、〔3〕

各地域における地域活性化のための取組は全く行われず、

現状がそのまま放置されること、などの一定の仮定の下、

2030 年の域内人口、域内総生産などを、計量経済モデル

を用いて推計した。結果は次のとおりである。 

・人口は、東京都市雇用圏を除くすべての都市雇用圏で減

少する 

・域内総生産は、大都市を中心とする 35 都市雇用圏を除

くすべての都市雇用圏で減少する 

・人口一人当たりの域内総生産は、多くの都市雇用圏で増

加するものの、伸び幅は小幅にとどまる 

 

表：2000 年から 2030 年における人口・経済規模の伸び率 
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(3) 今後の地域経営の在り方について 

前項の推計結果から分かるように、各地域が現状をその

まま放置し、地域活性化のための取組を行わなかった場合、

今後、多くの地域において人口や経済活動が縮小すること

が見込まれる。 

こういった課題を各地域が克服し、自立的な経済発展を

遂げていくためには、各地域が地域資源を有効に活用し、

地域ごとに個性的で効率的な地域経営を行っていくこと

が求められる。 

地域経済研究会報告書においては、地域における効果的

な地域経営に関して、次の３つの視点が重要であるとして、

提案を行った。 

・選択と集中による地域経営 

・経済社会圏単位での取組 

・総合的・計画的な地域経営 

また、今後、地域におけるこのような取組を促進してい

くために国として行うべきこととして、〔1〕複数市町村の

連携による経済社会圏単位での総合的な地域活性化のた

めのビジョンのモデルケースの提示、〔2〕経済社会圏単位

での総合的・計画的な地域経営への取組が行いやすい環境

整備などを提案した。 

 

６．地域ブランド 

(1) 経緯 

近年、地域振興策の一つとして、地域の事業者が協力し

て、事業者間で統一したブランドを用いて、当該地域と何

らかの（自然的、歴史的、風土的、文化的、社会的等）関

連性を有する特定の商品の生産又はサービスの提供を行

う地域ブランドの取組が全国的に盛んになっており、こう

した取組を支援する地方公共団体等の動きも活発化する

など、地域ブランドに対する期待が急速に高まってきてい

る。 

このような取組は、一定の地域内において、特定の商品

又はサービスの生産、販売又は提供に携わる者が協力し、

地域名を付した共通のブランドを用いて生産、販売等を行

うものであり、地域ごとの独自の創意工夫をもとに需要者

の認知を高め、商品・サービスの差別化を図り、付加価値

を高めていこうとするものである。 

地域ブランドを商品・サービスに付すことは、それら商

品・サービスの付加価値の源泉がその地域性にあることや、

その地域の商品・サービスが他の地域の商品・サービスと

差別化が図られたものであることをより効果的に需要者

に発信しようとするものである。このような取組は、商

品・サービスの付加価値向上を通じて地域産業の競争力強

化につながるだけでなく、地域イメージのブランド化を通

じて更に地域ブランドの価値を上げるといった好循環を

生み出し、地域外の資金・人材を呼び込むことにもなり、

地域経済の持続的な活性化につながるものである。 

 

(2) 政府内での地域ブランドの位置づけ 

こうした中、政府においては、地域ブランドの形成・発

信を促進していくことについて、「骨太 2004」（2004 年６

月４日 閣議決定）、「新産業創造戦略」（2004 年６月 経
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済財政諮問会議報告）、「今後の地域再生の推進にあたって

の方向と戦略」（2004 年５月 27 日 地域再生本部決定）

の中で、それぞれ明記している。 

○骨太 2004 

（経済財政運営の基本方針 2004 年６月４日閣議決定） 

「『新産業創造戦略』に示されたアクションプログラム

を踏まえ、我が国の将来の発展を支える燃料電池等７つの

戦略産業分野を育成するため、研究開発、人材育成、規制

改革、環境整備を重点的に推進する。地域の資源を活かし

つつ産業クラスター計画や知的クラスター創成事業を推

進し、創造的な地域産業の再生を図る。その際、両者の統

合的かつ円滑な運用や各クラスター間のネットワーク化

を進める。また、コーディネーター制度について地域の実

態とニーズに即した運用を行うなど顔の見える信頼ネッ

トワークの充実、人材・技術のデータベース化支援など地

域における産学官連携強化、地域ブランドの形成・発信等

の重点施策を実施する。」 

○新産業創造戦略（2004 年６月 経済財政諮問会議報告） 

「地域ブランドの存在は、外部に地域の魅力を印象付け

ることで、需要、優秀な企業や人材、投資資金を惹き付け、

更に地域力を高めるという効果を持つ。地域コミュニティ

の協力によって、企業群が持つ高い技術力や信頼性をイメ

ージさせる『地域ブランド』を作り上げ、対外的に発信し

てゆくことが重要である。このため例えば、地域ブランド

の保護強化、集客交流等の分野での地域の魅力の発掘と対

外的な情報発信、電子タグ等を利用したトレーサビリティ

（生産・履歴の追跡体制）の確立、食品等の海外市場開拓

への支援を実施する。」 

○今後の地域再生の推進にあたっての方向と戦略 

（2004 年５月 27 日 地域再生本部決定） 

「それぞれの地域における知恵と工夫の競争をサポー

トし、また、そうした競争を促進するための環境整備を行

い、真の地域ブランド力の向上等につなげる。」 

 

(3) 概要 

地域ブランドの確立を通じた地域経済の振興を図るた

めに、地域特性を活かした商品の開発、国内外における販

路の開拓、ヘルスケアや集客交流などの新たなサービスの

創出の支援等を行う。 

具体的には、地域ブランドづくりの意識を喚起する地域

ブランドフォーラム事業（2005 年度 23 回開催）や国内外

の市場で通用するブランド力の育成・強化を図る JAPAN

ブランド育成支援事業等の地域ブランド関連施策を行っ

たほか、地域ブランドアドバイザーを派遣し、改正商標法

による地域団体商標の登録を含めた地域ブランドの管理

手法を助言した（2005 年度 26 か所に派遣）。 

また、2004 年度に産業構造審議会商標制度小委員会で

取りまとめた報告書「地域ブランドの商標法における保護

の在り方について」を踏まえ、2005 年通常国会に商標法

の改正法案を提出、同年６月に成立した。 

 

７．工業再配置政策 

(1) 経緯・概要 

工業再配置政策は、新全国総合開発計画の構想を受け、

大都市における公害問題の発生等過密のデメリットを解

消しつつ、過疎問題を同時に解決すべく制定された「工業

再配置促進法」を推進するための施策として、1972 年に

創設された。同政策は、「工業再配置促進法」に規定する

移転促進地域から誘導地域への工場の移転及び誘導地域

における工場の新増設を、環境の整備・保全及び雇用の安

定に配慮しつつ推進することにより、工業の再配置を促進

し、国民経済の健全な発展を図り、国民の福祉の向上に資

することを目的としている。 

「工業再配置促進法」では、工業再配置政策を展開する

に当たり、全国を工業集積度の程度等に応じ、次の２地域

に区分している。 

(ア) 移転促進地域※ 

大都市及びその周辺の地域のうち、工業の集積の程度が

著しく高く、当該地域内にある工場の移転を図ることが必

要な地域として政令で定められている。 

(イ) 誘導地域※ 

工業の集積の程度が低く、かつ人口の増加の割合が低い

道県（27 道県）及びこれらの県と連接し、かつ工業の集

積の程度及び人口の増加の割合が、これらの県と同程度の

市町村（701 市町村）が指定されている。 

※上記移転促進地域及び誘導地域以外の地域は法令にお

いて規定されておらず、俗称で「白地地域」と呼ばれて

いる。 
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(2) 産業再配置促進費補助金制度 

産業再配置促進費補助金制度は、「工業再配置促進法」

に規定する移転促進地域等から誘導地域等への工場等の

移転若しくは誘導地域において工場等の新増設が行われ

た場合、新増設工場等の床面積により計算される補助金を

限度として、当該企業及び当該工場等の所在地を管轄する

地方公共団体に対し、環境保全施設、防災保安施設、スポ

ーツ施設、社会教育施設等の設置費用を交付することによ

り、地域社会との融和等に配慮しつつ産業の再配置を促進

することを目的としている。交付要件としては工業団地、

工場適地、工業等導入地区に工場等が新増設されることが

ある。当補助金制度には次の３種類が存在する。2001 年

度においては、自治体の選択肢を拡大するため、民間活力

等の活用による効率的な社会資本整備等の方式（ＰＦＩ方

式）を採用することを可能とした。 

・「産業再配置促進事業環境整備費補助金」（2004 年度 1.6

億円、2005 年度 0.9 億円）：企業が行う環境保全施設の

設置等に係る経費の補助  

・「産業再配置促進施設整備費補助金」（2004 年度 2.7 億

円、2005 年度 1.9 億円）：市町村が行う社会教育施設、

スポーツ施設等の設置に係る経費の補助 

・「電源地域産業再配置促進費補助金」（2004 年度 27.0 億

円、2005 年度 23.4 億円）：電源地域に存する市町村及

び企業が行う環境保全施設、社会教育施設等の設置に係

る経費の補助 

 

８．工場立地動向調査 

(1) 経緯・概要 

工場立地動向調査は、「工場立地法」第２条に基づき、

1967 年から実施されており、全国の製造業、電気業（水

力発電所、地熱発電所を除く）、ガス業、熱供給業のため

の工場又は事業場を建設する目的を持って取得（借地を含

む）された 1,000 ㎡以上の用地（埋立予定地を含む）を対

象としている。 

 

(2) 2005 年工場立地動向調査の概要（速報） 

(ア) 全国の工場立地の概況 

2005 年の全国の工場立地件数は 1,545 件で、３年連続

の前年比２桁増加となった。また、工場立地面積は

2,239ha で、同じく３連続の前年比２桁増加となった。

2005 年は大半の業種で工場の立地件数が増加しているが、

とりわけ、設備投資の活発な輸送用機械、金属製品、一般

機械等の業種で大幅に増加しており、これらの業種での景

気回復を反映したものとなった。 
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図：全国の工場立地の推移 

 

(イ) 地域別の工場立地の概況 

2005 年の地域別の工場立地件数は、前年より増加した

都道府県は 31 都道府県、減少した県は 14 県、変動が無か

った県が２府県であった。工場立地件数では、群馬県 95

件、愛知県 87 件、静岡県 85 件の順に多かった。また、地

域ブロック別にみると、東海 248 件、関東内陸 238 件、南

東北 166 件の順となった。 

(件)

51 47

151

226

98

210

52

76

118

8

44 50

94
77

57 55

166

238

142

248

87
79

131

24

75

40

115

88

0

50

100

150

200

250

300

北海道 北東北 南東北 関　東 関　東 東　海 北　陸 近　畿 近　畿 山　陰 山　陽 四　国 北九州 南九州

内　陸 臨　海 内　陸 臨　海

平成16年

平成17年

 

図：地域別工場立地件数の年次比較 

 

一方、工場立地面積では愛知県 193ha、高知県 140ha、

茨城県 128ha の順となった。また、地域ブロック別にみる

と、東海 429ha、関東内陸 326ha、南東北 252ha の順とな

った。 

(ウ) 業種別の工場立地の概況 

業種別の工場立地件数を見ると、件数が多かった業種は、

一般機械 249 件、食料品 197 件、金属製品 186 件、輸送用

機械 160 件の順となった。一方、2003 年から前年まで比

較的好調に伸びていた電子・デバイスが前年比 42.7％減、

情報通信機器が同 40.7％減と大幅に減少したことが特徴

的である。 
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９．地域再生本部 

(1) 経緯・概要 

2003 年 10 月、地域経済の活性化と地域雇用の創造を地

域の視点から、積極的かつ総合的に推進するため、総理大

臣を本部長として地域再生本部が設置された。 

同年 12 月、地域再生に関する基本的な考え方、地域再

生の取組の方針、今後のスケジュール等について、「地域

再生のための基本指針」が策定された。 

当該指針に基づき、地方公共団体等から第一次地域再生

構想提案が行われ、この提案をもとに、2004 年２月、地

域再生を推進するための具体的な制度の骨格、国として講

ずべき支援措置の内容等について、「地域再生推進のため

のプログラム」が決定された。 

当該プログラムに基き、地方自治体から地域再生計画の

申請が行われ、これまでに 346 件の認定が行われた(2005

年７月、同年 11 月、2006 年３月認定)。なお、経済産業

省関連においては、７件の地域再生計画が認定された。 

 

１０．都市再生本部 

(1) 経緯・概要 

都市再生本部は、2001 年５月の閣議決定に基づいて、

総理大臣を本部長として設置され、その後、2002 年６月

の「都市再生特別措置法」の施行に伴い、法に基づく本部

となった。都市再生本部では、「都市再生プロジェクトの

決定・選択」「都市再生基本方針の策定」「都市再生緊急整

備地域の指定」等の業務を行っている。開催は不定期であ

り、付議すべき案件が生じた段階で開催され、2005 年度

には２回開催された。 

 

(2) 都市再生プロジェクト 

都市再生本部において、2004 年度までに 18 の「都市再

生プロジェクト」が決定された。経済産業省では、都市に

おける産業集積等の比較優位を活かしながら地域経済の

活性化を図る観点から、プロジェクトの提案等を行ってき

た。経済産業省関連のプロジェクトは次の７つである。 

(ア) 大都市圏におけるゴミゼロ型都市への再構築 

ゼロ・エミッション構想推進のための「エコタウン事業」

について、エコタウン補助金で首都圏におけるプロジェク

ト等を強力に推進した。 

(イ) 大阪圏におけるライフサイエンス国際拠点形成 

経済産業省関連拠点としては、大阪大学彩都バイオイン

キュベータ（大阪府茨木市）、神戸バイオメディカル開発

センター（兵庫県神戸市）等がある。 

(ウ) 都市部における保育所待機児童の解消 

商店街の空き店舗を活用した保育所等の設置を支援し

た。 

(エ) 首都圏におけるゲノム科学の国際拠点形成 

経済産業省関連拠点としては、技術開発支援センター

（神奈川県横浜市）、クリエイションコアかずさ（千葉県

木更津市）、産業技術総合研究所臨海副都心センター（東

京都江東区）等がある。 

(オ) 都市における既存ストックの活用 

商店街の空き店舗を活用した保育所等の設置を推進し

た。【再掲】 

(カ) 大阪圏における生活支援ロボット産業拠点の形成 

2004 年４月に都市再生プロジェクトとして決定された

ことを受け、大阪圏を生活支援ロボット産業の国際的拠点

とし、経済再生を通じた都市再生を目指すこととなった。

経済産業省では、次世代ロボットプロジェクト等により本

プロジェクトの推進を支援した。 

(キ) 都市再生事業を通じた地球温暖化対策・ヒートアイ

ランド対策の展開 

2004年 12月に都市再生プロジェクトとして決定された

ことを受け、全国 11 のモデル地域が指定された。経済産

業省では、これらの地域における省エネルギー対策、新エ

ネルギー導入等の取組を支援した。 

 

１１．工業用水道事業 

(1) 経緯 

(ア) 地下水取水規制と工業用水道 

1950 年代前半に大都市臨海部の工業地帯において、地

下水の過剰くみ上げによる地盤沈下及び地下水の塩水化

等が顕著となった。この解決には、水使用合理化はもちろ

んのこと、地下水の取水を規制し、地下水から強制的に転

換するための代替水の供給が必要となってくる。このこと

から 1956 年に工業における地下水の取水規制を目的とし

た「工業用水法」を制定し、代替水源である工業用水道の

整備のために地盤沈下防止対策事業として、工業用水道事

業費補助制度が創設された。以来、「工業用水法」指定地
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域における地下水位の回復、地盤沈下の沈静化等、かつて

深刻な問題地域であった既成工業地帯の地下水障害の問

題解決において、工業用水道の整備はその中心的役割を果

たしてきている。 

(イ) 産業基盤整備の一環としての工業用水道 

我が国の均衡ある経済発展のために均衡ある国土開発

を行う必要があることから、道路及び港湾等と並んで工業

用水道が産業インフラとして位置づけられた。このことか

ら、1957 年に産業基盤整備のための工業用水道に対して

も補助を行うこととし、豊富低廉な工業用水を供給するた

め、1958 年に「工業用水道事業法」を制定した。以来、

工業用水道の整備は、均衡ある国土開発及び工業の再配置

などの一翼を担い、先行的整備により地下水への安易な依

存を防止し、地盤沈下の未然防止の役割を果たしてきた。 

 

(2) 概要 

「工業用水道事業法」でいう工業とは、製造業、電気供

給業、ガス供給業及び熱供給業を指し、これらの工業の用

に供する水（水力発電用、飲用を除く）のことを工業用水

という。工業用水道は、導管により工業用水を供給する施

設をいい、一般の需要に応じ工業用水道により工業用水を

供給する事業を工業用水道事業という。 

 

(3) 現状 

(ア) 工業用水の需要 

2004 年現在、工業用水の需要は、使用水量が 145.9 百

万ｍ３/日、補給水量（新たに工業用水道、地下水、河川

水等から補給する水量）が 30.4 百万ｍ３/日となっている。

また、取水量ベース（2003 年現在）で日本の水需要の約

14％を占めている。 

 

（参考）日本の水使用比率 

農業用水 生活用水 工業用水 

67％ 19％ 14％ 

出所：2005 年度版 日本の水資源 国土交通省 

 

(イ) 工業用水の回収率 

回収率（工業用水使用水量に対する回収水量の割合）は、

1965 年には 36.3％であったが、その後の水使用合理化等

の進展により 2004 年には 79.2％まで上昇している。 

(ウ) 工業用水の水源 

工業用水の淡水補給水量の水源別構成比は 2004 年現在、

工業用水道が 40.9％と最大の水源となっており、その他

淡水が 26.8％、地下水が 25.7％、上水道が 6.6％となっ

ている。 

(エ) 主な工業用水使用業種 

使用水量の多い業種は、化学工業、鉄鋼業、次いでパル

プ・紙・紙加工品製造業となっており、補給水量では、パ

ルプ・紙・紙加工品製造業、化学工業、鉄鋼業の順になっ

ている。なお、回収率の高い業種は、2004 年現在、輸送

用機械製造業（92.5％）、鉄鋼業（90.6％）、石油・石炭製

品製造業（90.3％）、で、90％以上の水を循環して使用し

ている。 

(オ) 工業用水道事業の整備状況 

2006 年３月末現在、工業用水道事業の事業体数は 147

であり、うち、地方公共団体（企業団を含む）が事業主体

になっているものが 145 とその大半を占めている。また、

工業用水道事業数は 246 であり、うち、６割弱に当たる

136 事業が国庫補助金（産炭地域補助を除く）を受けて建

設された事業である。 

工業用水道事業の給水能力は、全国で 21.5 百万ｍ３／

日であり、都道府県別では、山口県（全国の給水能力に占

める割合 8.3％）、愛知県（同 7.9％）、静岡県（同 6.8％）、

福島県（同 5.9％）及び茨城県（同 5.5％）が上位を占め

ている。 

 

(4) 工業用水道事業費の補助制度 

(ア) 工業用水道事業費補助 

地盤沈下防止による国土保全を図るとともに、地域経済

の活性化を図るための産業基盤整備のため、工業用水の確

保が必要な地域における工業用水道であって、一定水準以

下の料金では工業用水を供給し得ない事業や施設の老

朽・劣化等安定給水確保のための事業の改築、さらに、Ｉ

Ｃ産業等足早な企業立地に対応した小規模工業用水道に

対し補助を行っている。2005 年度においては、継続 40 事

業、新規３事業に対し補助を行った。 

また、先行的に工業用水の水源確保を図る必要がある場

合においては、当該多目的ダム等の建設費のうち、工業用

水負担分について補助金を交付している。2005 年度にお

いては、継続４事業に対し補助を行った。 
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(イ) 水資源機構事業費補助 

本来、工業用水道事業者に対し補助金を交付すべきとこ

ろを、水源を独立行政法人水資源機構が建設を行っている

ダム等に依存している場合は、事務の簡素化のため、水源

費負担分に係る補助金を直接水資源機構に交付している。

2005 年度においては、継続４事業に対し補助を行った。 

(ウ) 沖縄工業用水道事業費補助 

沖縄の工業開発のための基盤整備の一環として、沖縄に

おける工業用水道の整備事業に対し補助を行っている。沖

縄の特殊事情を考慮して、高補助率が適用されている。

2005 年度においては、継続２事業に対し補助を行った。 

 

１２．造水促進対策 

(1) 経緯・概要 

水は国民の生活や産業活動に不可欠な資源であり、安定

的な供給や水資源の確保は我が国の健全な発展を支える

上で重要な課題である。一方、ダム等の水資源開発はダム

適地の減少、補償交渉の難航等により、工期が長期化する

傾向にあり、中長期的には水需給のひっ迫が懸念されてい

る。 

こうした中で、新たな水源として期待される海水淡水化、

下水・産業廃水の再生利用等造水促進対策については、気

象条件に左右されず、渇水対策としての活用も期待される

ことから、その技術開発を進めるとともに、その導入基盤

の整備に努めている。 

 

(2) 造水関係施策 

(ア) 廃水処理及び循環型利用の向上等に関する施策 

 (A) 省エネルギー型廃水処理技術開発（2001 年度～） 

健全な水循環系の確立と水資源の有効利用の促進を

図るため、高濃度オゾンを活用することにより、廃水

処理に要するエネルギー使用量の削減を図るとともに、

近年問題となっている廃水中の環境ホルモン等、難分

解性有害化学物質の分解・除去が可能な廃水処理技術

を開発する。 

 (B) 環境対応型工業用水循環利用向上技術に関する研

究協力（2001 年度～） 

タイ王国における工業用水としての地下水の過剰く

み上げによる地盤沈下問題及び深刻な水不足問題に対

処するため、膜分離技術を用いて再生処理した工場廃

水を製造工程で循環・再利用するための技術の確立等

を行う。 

(イ) 海水淡水化事業の概要（国際水資源協力） 

 (A) 産油国向けハイブリッド方式海水淡水化研究協力

事業（2003 年度～） 

中東産油国では水インフラに係る負担は莫大であり、

各国とも効率的で低コストの技術を必要としている。

これまで中東産油国では、火力発電所に併設される蒸

発法を中心に海水淡水化技術が普及してきていたが、

近年、蒸発法に逆浸透法を組み合わせた低コストのハ

イブリッド方式海水淡水化システムに対する関心が高

まってきている。しかし、塩分濃度が高く、汚染も進

んでいるアラビア湾においては、原水の前処理やシス

テムの運用に高度なオペレーションが必要となるため、

逆浸透法海水淡水化システムへの信頼性が低く、ハイ

ブリッド方式が普及し難い原因となっている。 

このため、本事業では、カタール国に我が国の技術

による逆浸透法海水淡水化システムの実証プラントを

建設し、運転研究、技術者招へい等の研究協力事業を

実施する。また、これら研究協力事業を通して、アラ

ビア湾における逆浸透法海水淡水化システムの安定性

を実証し、ハイブリッド方式海水淡水化システムの有

効性を検証するとともに、同国への逆浸透法及びハイ

ブリッド方式に関する技術移転等を行い、同国水資源

の安定供給確保及び両国間の関係強化を図る。 

 (B) 中東水資源協力推進会議 

中東諸国からの水資源関連の様々な協力要請に対し

て適切かつ効率的に対処するため、〔1〕中東地域の水

資源問題の現状把握、〔2〕日本の民間企業がビジネス

として同地域に関与する方策の検討、〔3〕中東各国か

らの水資源問題に関する具体的な協力要請への対応策

の検討、を目的として、2001 年度、(財)中東協力セン

ター内に「中東水資源協力推進会議」が設置された。 

 

１３．ＰＦＩ推進関連施策 

(1) 経緯 

公共事業分野へのＰＦＩ手法による民間活力の導入は、

効率的な施設の整備・維持管理及び質の高い公共サービス

の提供を通じて、財政負担の軽減、民間企業の事業機会の

拡大等、極めて大きな効果が期待されている。今後の我が
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国における経済構造改革、財政構造改革に資するものであ

り、経済産業省においても公共分野へのＰＦＩ手法の積極

的な導入に向けて次のような取組を行っている。 

 

(2) 概要 

(ア) 財政投融資 

ＰＦＩ事業者の資金調達ニーズに対する支援措置とし

て日本政策投資銀行の財政投融資を講じ、ＰＦＩ事業の推

進を図った。経済産業省所管分野のＰＦＩ事業に対して、

2005 年度は３件、49 億円、2001 年度から 2005 年度まで

の累積で 12 件、148 億円の融資が行われた。 

(イ) ＰＦＩ手法導入のための調査研究事業 

経済産業省所管の公共施設へのＰＦＩ手法導入促進の

ための調査研究を継続実施した。 

(ウ) 地方公共団体等への普及・啓発事業 

地域における公共事業分野へのＰＦＩ手法の導入促進

のためには、ＰＦＩに係る理解の促進を図ることが極めて

重要である。このため、全国各地域において、地方公共団

体、民間企業を対象としたセミナー・シンポジウム等を積

極的に開催した。2005 年度においては７か所（東北、中

部、近畿、中国、四国、九州、沖縄）で開催した。 

 

１４．沖縄振興対策 

(1) 概要 

沖縄では 1972 年の本土復帰以降、「沖縄振興開発特別措

置法」の制定と３次にわたる沖縄振興開発計画等によって、

主に道路等の公共分野の振興開発が先行して実施されて

きた。その結果、インフラ整備等については一定の成果が

見られた。しかしながら、沖縄が持続的な発展を遂げてい

くには、活力ある民間主導の自立型経済の構築が重要であ

る。 

沖縄本土復帰 30 周年に当たる 2002 年度には、沖縄の特

性を活かした産業の振興、沖縄の長期的発展の基盤ともな

るべき人材の育成等に重点を置くとともに、世界的視野に

立脚した科学技術の振興や国際化の推進等新たな分野を

加えた、今後の沖縄の発展の新しい制度的基盤ともいうべ

き「沖縄振興特別措置法」が制定された。 

 

(2) 「沖縄振興特別措置法」 

経済産業省は、2002 年４月１日に施行された「沖縄振

興特別措置法」の制定に内閣府と共に取り組み、次のよう

な施策を盛り込んだ。 

(ア) 国際情報特区構想の実現に向けた情報通信産業振興

地域の強化 

・情報通信産業特別地区の創設 

・情報通信産業振興地域の対象業務及び対象設備の拡充 

(イ) 産業の総合的な振興支援の強化 

・特別自由貿易地域等における保税許可手数料の軽減措置

の対象を拡充（保税展示場、総合保税地域） 

・工業等開発地区を発展させ、産業高度化地域制度を創設 

(ウ) 沖縄型重要産業分野の中小企業発展支援 

・「中小企業経営革新支援法」の特例 

(エ) 国際ショッピングモール構想等観光振興支援 

・沖縄型特定免税店の空港外設置 

・観光振興地域の地域指定要件の緩和及び対象施設要件の

緩和 等 

 

(3) 2005 年度の具体的な取組 

(ア) 沖縄特別振興対策調整費を活用した事業 

2002 年７月に「沖縄振興計画」が策定されたことを踏

まえ、同計画に盛り込まれた諸施策の機動的な実施を図る

ための事業を実施した。 

 (A) 「美ら島ブランド」創出の推進 

地域を支える各産業間の連携を深め、地域経済を活

性化していくため、市場ニーズに対応した魅力的な特

産品「美ら島ブランド」の創出を目指すこととし、「美

ら島ブランド塾」を開設することにより、生産から販

売まで一連のノウハウを備えた人材を育成する事業を

実施した（2003 年度から事業開始、2005 年度総事業費

約 94 百万円、うち約 75 百万円を国が補助）。 

 (B) ＩＴ高度人材育成 

高度な情報通信技術を有する人材を育成するための

研修事業を総務省と共同で実施した（2002 年度から事

業開始、2005 年度総事業費約 188 百万円、うち約 150

百万円を国が補助（約75百万円を経済産業省が補助））。 

 (C) 高度経営人材育成 

沖縄県外に市場を拡大しようとする沖縄県内企業の

経営能力を高め、国内外での市場競争力強化を図るた
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め、経営人材の育成を行う事業を実施した（2003 年度

から事業開始、2005 年度総事業費約 39 百万円、うち約

31 百万円を国が補助）。 

 (D) バイオベンチャー企業研究開発支援 

バイオベンチャーの立地促進を図るため、バイオベ

ンチャー企業の研究開発を支援した（2004 年度から事

業開始、2005 年度総事業費約 635 百万円、うち約 508

百万円を国が補助）。 

 (E) ベンチャービジネスサポート 

沖縄の地域特性を生かした新規事業創出の促進を図

るため、全国から公募したビジネスプランを対象に徹

底したインキュベーションを行う事業を実施した

（2005 年度総事業費約 87 百万円、うち約 69 百万円を

国が補助）。 

(イ) 沖縄北部特別振興対策事業費を活用した事業 

普天間飛行場移設先となる北部地域について、地元から

の要望等を踏まえて次の事業を実施した。 

 (A) 名護市産業支援センター施設整備 

北部地域の産業振興の拠点を形成し、新事業の創出

や既存産業の振興を図るため、産学官が連携した産業

支援機能等を有した施設を整備した（2005 年度総事業

費約 919 百万円、うち約 827 百万円を国が補助）。 

 (B) 北部地域生物資源活用型健康産業に関する事業化

可能性調査 

北部地域の生物資源を活用した産学官連携による独

自の健康産業クラスター創出に向けた調査を実施した

（2005 年度総事業費約 10 百万円、うち約９百万円を国

が補助）。 
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